
良品基準チェックリスト

記入日：

①良品基準　使用禁止添加物
主な用途 添加物名

保存料 ｿﾙﾋﾞﾝ酸 □含まれず □含まれる

ｿﾙﾋﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ(K) □含まれず □含まれる

ﾃﾞﾋﾄﾞﾛ酢酸ﾅﾄﾘｳﾑ □含まれず □含まれる

ﾊﾟﾗｵｷｼ安息香酸ｲｿﾌﾞﾁﾙ □含まれず □含まれる

ﾊﾟﾗｵｷｼ安息香酸ﾌﾞﾁﾙ □含まれず □含まれる

安息香酸 □含まれず □含まれる

安息香酸ナトリウム □含まれず □含まれる

甘味料 ｻｯｶﾘﾝ □含まれず □含まれる

ｻｯｶﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ □含まれず □含まれる

ｽﾃﾋﾞｱ □含まれず □含まれる

着色料 食用赤色2号(ｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷ) □含まれず □含まれる

食用赤色3号(ｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷ) □含まれず □含まれる

食用赤色40号(ｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷ) □含まれず □含まれる

食用赤色104号 □含まれず □含まれる

食用赤色105号 □含まれず □含まれる

食用黄色4号(ｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷ) □含まれず □含まれる

食用黄色5号(ｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷ) □含まれず □含まれる

食用赤色102号 □含まれず □含まれる

食用赤色106号 □含まれず □含まれる

食用青色1号(ｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷ) □含まれず □含まれる

食用青色2号(ｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷ) □含まれず □含まれる

食用緑色3号(ｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷ) □含まれず □含まれる

酸化防止剤 ｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ四酢酸二ﾅﾄﾘｳﾑ(EDTA－Na) □含まれず □含まれる

ｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ四酢酸ｶﾙｼｳﾑ二ﾅﾄﾘｳﾑ(EDTA-Ca-Na) □含まれず □含まれる

ｼﾞﾌﾞﾁﾙﾋﾄﾞﾛｷｼﾄﾙｴﾝ(BHT) □含まれず □含まれる

ﾌﾞﾁﾙﾋﾄﾞﾛｷｼｱﾆｿｰﾙ(BHA) □含まれず □含まれる

上記使用禁止添加物を含有していません。　 （署名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②良品基準　留意使用添加物

主な用途 物 質 名

甘味料 ｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾑ・ L-ﾌｪﾆﾙｱﾗﾆﾝ化合物 □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

着色料 二酸化ﾁﾀﾝ □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

保存料 安息香酸 □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

安息香酸ﾅﾄﾘｳﾑ □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

ﾊﾟﾗｵｷｼ安息香酸ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

ﾊﾟﾗｵｷｼ安息香酸ｴﾁﾙ □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

ﾊﾟﾗｵｷｼ安息香酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾙ □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸 □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

漂白剤 亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

過酸化水素 □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

亜硫酸水素ｶﾘｳﾑ □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

亜硫酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

亜硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

次亜硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

二酸化硫黄 □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

ﾋﾟﾛ亜硫酸ｶﾘｳﾑ □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

ﾋﾟﾛ亜硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

発色剤 亜硝酸ﾅﾄﾘｳﾑ □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

硝酸ﾅﾄﾘｳﾑ □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

硝酸ｶﾘｳﾑ □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

防ばい剤 ｵﾙﾄﾌｪﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(ﾅﾄﾘｳﾑ) (OPP) □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

ﾁｱﾍﾞﾝﾀｿﾞｰﾙ(TBZ) □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

製造用剤 臭素酸ｶﾘｳﾑ □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

過酸化ﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ □含まれず □含まれる □合致している □合致していない

留意添加物の含有状況は上記の通りです。 （署名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③良品基準　遺伝子組換え食品に関する対応

遺伝子組み換え食品について（１）（２）に適合しています。

（署名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　※１ 原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3 位までのもので、かつ原材料の重量に占める割合が5％以上のものとする

（２）表示対象となる農産物及び加工食品の原材料(※1 )以外にあっては、遺伝子組換え不分別は使用可とするが、遺伝子組換えであるものは
　　　使用不可とする。但し、以下は対象外とする。
　　　　　　・遺伝子組換えされた微生物を利用して製造された添加物
　　　　　　・しょうゆ、大豆油などD N A 及びたんぱく質が残存しない加工食品

含有状況

含有状況

備考

適用範囲

製品及び主原料での使用を禁止し、副
原料での使用に際しても、使用量を極
力抑える。
なお、安息香酸及び安息香酸ﾅﾄﾘｳﾑに
おいては、ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸を使用又は含有
している清涼飲料水への使用を禁止す
る。（ﾍﾞﾝｾﾞﾝが基準値※1 以上生成され
る危険性があるため)
※1：WHO 飲料水ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝでの基準値
10ppb（但し、食品中のﾍﾞﾝｾﾞﾝの含有基製品及び主原料での使用を禁止し、副
原料での使用に際しても、使用量を極
力抑える。ただし、果実酒は対象外とす
る

　　下記の表に掲げる添加物を使用する場合は、当社商品には極力使用量を控え、配合割合、使用量を把握すること。

製品及び主原料での使用を禁止し、副
原料での使用に際しても、使用量を極
力抑える。

商品名：

取引名：

記入者：

適用範囲に合致しているか

（１）表示対象となる農産物及び加工食品の原材料（ ※1 ） にあっては、遺伝子組換え及び不分別は使用しない。
　　　なお、不使用（分別）について I P ハンドリング（ コピー可）を入手し、確認する（原材料規格書に添付する） 。

食品担当 食品担当Mgr．


